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議案第６８号 

   南房総市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 南房総市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに制定する。 

  令和７年１１月２５日提出 

南房総市長  石 井    裕   

 

   南房総市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条

例 

 南房総市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年南房総市条例第３

３号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１に次のように加える。 

７ 教育委

員会 

経済的な理由によって就学が困難と認められる児童又は生徒の保護

者に対して行う就学援助費の支給に関する事務であって規則で定め

るもの 

 別表第２の１２の項中「児童扶養手当の支給に関する情報」の次に「（以下「児童扶養

手当関係情報」という。）」を加える。 

 別表第３の３の項中「児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給に関する情報」を「児

童扶養手当関係情報」に改め、同表に次のように加える。 

５ 教育委

員会 

経済的な理由によって就学が

困難と認められる児童又は生

徒の保護者に対して行う就学

援助費の支給に関する事務で

あって規則で定めるもの 

市長 生活保護関係情

報、地方税関係情

報、児童扶養手当

関係情報又は住民

票関係情報であっ
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て規則で定めるも

の 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第６８号  南房総市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

 新旧対照表                               （下線部分は改正部分） 

改  正  案 現     行 

第１条～第６条  （略） 

 

別表第１（第４条関係） 

機関 事務 
  
  
  

６ 教育

委員会 

独立行政法人日本スポーツ振興セン

ター法（平成１４年法律第１６２号）

に基づく災害共済給付の支給に関す

る事務であって規則で定めるもの 

７ 教育

委員会 

経済的な理由によって就学が困難と

認められる児童又は生徒の保護者に

対して行う就学援助費の支給に関す

る事務であって規則で定めるもの 

 

別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 
   
   
   

１２ 

市長 

南房総市ひとり親

家庭等医療費等の

助成に関する条例

に基づく医療費、

調剤費、診療報酬

証明手数料及び調

剤報酬証明手数料

を助成する事業に

関する事務であっ

て規則で定めるも

の 

生活保護関係情報、地

方税関係情報、医療保

険給付関係情報、住民

票関係情報又は児童扶

養手当法に基づく児童

扶養手当の支給に関す

る情報（以下「児童扶養

手当関係情報」とい

う。）であって規則で定

めるもの 

   
   
   
 

別表第３（第５条関係） 

情報照会

機関 

事務 情報提

供機関 

特定個人情

報 
    
    
    

３ 教育

委員会 

子ども・子育て

支援法（平成２

４年法律第６

市長 南房総市ひ

とり親家庭

等医療費等

第１条～第６条  （略） 

 

別表第１（第４条関係） 

機関 事務 
  
  
  

６ 教育

委員会 

独立行政法人日本スポーツ振興セン

ター法（平成１４年法律第１６２号）

に基づく災害共済給付の支給に関す

る事務であって規則で定めるもの 

 

 

 

 

 

 

別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 
   
   
   

１２ 

市長 

南房総市ひとり親

家庭等医療費等の

助成に関する条例

に基づく医療費、

調剤費、診療報酬

証明手数料及び調

剤報酬証明手数料

を助成する事業に

関する事務であっ

て規則で定めるも

の 

生活保護関係情報、地

方税関係情報、医療保

険給付関係情報、住民

票関係情報又は児童扶

養手当法に基づく児童

扶養手当の支給に関す

る情報であって規則で

定めるもの 

   
   
   
 

別表第３（第５条関係） 

情報照会

機関 

事務 情報提

供機関 

特定個人情

報 
    
    
    

３ 教育

委員会 

子ども・子育て

支援法（平成２

４年法律第６

市長 南房総市ひ

とり親家庭

等医療費等
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改  正  案 現     行 

５号）に基づく

子どものため

の教育・保育給

付若しくは子

育てのための

施設等利用給

付の支給又は

地域子ども・子

育て支援事業

の実施に関す

る事務であっ

て規則で定め

るもの 

の助成に関

する条例に

基づく医療

費、調剤費、

診療報酬証

明手数料及

び調剤報酬

証明手数料

を助成する

事業に関す

る情報、児

童福祉法に

基づく障害

児通所支援

に関する情

報、生活保

護 関 係 情

報、地方税

関係情報、

住民票関係

情報、障害

者の日常生

活及び社会

生活を総合

的に支援す

るための法

律に基づく

自立支援給

付の支給に

関 す る 情

報、児童扶

養手当関係

情報又は中

国残留邦人

等の円滑な

帰国の促進

並びに永住

帰国した中

国残留邦人

等及び特定

配偶者の自

立の支援に

５号）に基づく

子どものため

の教育・保育給

付若しくは子

育てのための

施設等利用給

付の支給又は

地域子ども・子

育て支援事業

の実施に関す

る事務であっ

て規則で定め

るもの 

の助成に関

する条例に

基づく医療

費、調剤費、

診療報酬証

明手数料及

び調剤報酬

証明手数料

を助成する

事業に関す

る情報、児

童福祉法に

基づく障害

児通所支援

に関する情

報、生活保

護 関 係 情

報、地方税

関係情報、

住民票関係

情報、障害

者の日常生

活及び社会

生活を総合

的に支援す

るための法

律に基づく

自立支援給

付の支給に

関 す る 情

報、児童扶

養手当法に

基づく児童

扶養手当の

支給に関す

る情報又は

中国残留邦

人等の円滑

な帰国の促

進並びに永

住帰国した

中国残留邦
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改  正  案 現     行 

関する法律

に基づく支

援給付若し

くは配偶者

支援金の支

給に関する

情報であっ

て規則で定

めるもの 

 

 

 

４ 教育

委員会 

児童福祉法に

基づく保育所

における保育

の実施若しく

は措置又は費

用の徴収に関

する事務であ

って規則で定

めるもの 

市長 地方税関係

情報又は住

民票関係情

報であって

規則で定め

るもの 

５ 教育

委員会 

経済的な理由

によって就学

が困難と認め

られる児童又

は生徒の保護

者に対して行

う就学援助費

の支給に関す

る事務であっ

て規則で定め

るもの 

市長 生活保護関

係情報、地

方税関係情

報、児童扶

養手当関係

情報又は住

民票関係情

報であって

規則で定め

るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人等及び特

定配偶者の

自立の支援

に関する法

律に基づく

支援給付若

しくは配偶

者支援金の

支給に関す

る情報であ

って規則で

定めるもの 

４ 教育

委員会 

児童福祉法に

基づく保育所

における保育

の実施若しく

は措置又は費

用の徴収に関

する事務であ

って規則で定

めるもの 

市長 地方税関係

情報又は住

民票関係情

報であって

規則で定め

るもの 
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   附 則（抄） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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